
 

第 ８ 号議案 

 

 

   府中市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１７日 

 

               提出者 府中市長 高 野 律 雄 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

市職員の諸手当について、所要の改正を行うものであります。 
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   府中市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

 （府中市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 府中市職員の給与に関する条例（昭和２９年６月府中市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

（【  】は注記である。） 

改正後 改正前 

（扶養手当） （扶養手当） 

第８条 省 略 第８条 省 略 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者（扶養手当の支給に係

る職員が、別表第１の適用を受ける職員のうち職務の級が４

級以上の職員（以下この条及び次条において「４級以上職員」

という。）である場合にあつては、第２号から第６号までに掲

げる者）で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受

けているものをいう。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく

主としてその職員の扶養を受けているものをいう。 

 (1)～(6) 省 略  (1)～(6) 省 略 

３ 扶養手当の月額は、次の各号（扶養手当の支給に係る職員

が４級以上職員である場合にあつては、第２号及び第３号）

に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族１人につき当該

３ 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応

じて、扶養親族１人につき当該各号に掲げる額を合計して得た

額とする。 
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各号に掲げる額を合計して得た額とする。 

(1) 前項第１号に掲げる扶養親族 ３，０００円  (1) 前項各号（第２号を除く。）に掲げる扶養親族（以下「扶

養親族である配偶者等」という。） ６，０００円 

 (2) 前項第２号に掲げる扶養親族（以下「扶養親族である子」

という。） １１，５００円 

 (2) 前項第２号に掲げる扶養親族（以下「扶養親族である子」

という。） ９，０００円 

 (3) 前項第３号から第６号までに掲げる扶養親族（以下「扶

養親族である孫等」という。） ６，０００円 
【追 加】 

４ 省 略 ４ 省 略 

５ ４級以上職員の扶養手当の月額の算定における扶養親族で

ある孫等の額は、第３項第３号に掲げる額にかかわらず、１

人につき３，０００円とする。 

５ 別表第１の適用を受ける職員のうち、職務の級が４級以上

である職員（次条において「４級以上職員」という。）の扶養

手当の月額の算定における扶養親族である配偶者等の額は、

第３項第１号に掲げる額にかかわらず、１人につき３，０００

円とする。 

６ 省 略 ６ 省 略 

第９条 新たに職員となつた者に扶養親族（扶養手当の支給に

係る職員が４級以上職員である場合にあつては、前条第２項

第２号から第６号までに掲げる扶養親族。以下この項、次項

及び第３項第２号において同じ。）がある場合又は職員に次の

各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においてはその

第９条 新たに職員となつたものに扶養親族がある場合又は職

員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合におい

てはその職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければな

らない。 
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職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。 

 (1)～(2) 省 略  (1)～(2) 省 略 

２ 省 略 ２ 省 略 

３ 省 略 ３ 省 略 

 (1)～(3) 省 略  (1)～(3) 省 略 

 (4) 前条第２項第１号に掲げる扶養親族又は扶養親族である

孫等で、第１項の規定による届出に係るものがある４級以

上職員が４級以上職員以外のものとなつた場合 

 (4) 扶養親族である配偶者等で第１項の規定による届出に係

るものがある４級以上職員が４級以上職員以外のものとな

つた場合 

 (5) 前条第２項第１号に掲げる扶養親族又は扶養親族である

孫等で、第１項の規定による届出に係るものがある４級以

上職員以外のものが４級以上職員となつた場合 

 (5) 扶養親族である配偶者等で第１項の規定による届出に係

るものがある４級以上職員以外のものが４級以上職員とな

つた場合 

４ 省 略 ４ 省 略 

 （地域手当）  （地域手当） 

第９条の２ 省 略 第９条の２ 省 略 

２ 前項に規定する地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管

理職手当の月額の合計額に１００分の１６を乗じて得た額と

する。 

２ 前項に規定する地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管

理職手当の月額の合計額に１００分の１５を乗じて得た額と

する。 

３ 省 略 ３ 省 略 

 （通勤手当）  （通勤手当） 
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第１０条 省 略 第１０条 省 略 

２ 省 略 ２ 省 略 

 (1) 前項第１号に掲げる職員 ６月を超えない範囲内で、月

の初日からその月以後の月の末日までの期間として市の規

則で定める期間（以下「支給対象期間」という。）につき、

市の規則で定めるところにより算出したその者の支給対象

期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下「運賃

等相当額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給対象期

間の月数（以下「支給月数」という。）で除して得た額が 

１５万円を超えるときは、１５万円に支給月数を乗じて得

た額 

 (1) 前項第１号に掲げる職員 ６月を超えない範囲内で、月

の初日からその月以後の月の末日までの期間として市の規

則で定める期間（以下「支給対象期間」という。）につき、

市の規則で定めるところにより算出したその者の支給対象

期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下「運賃

等相当額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給対象期

間の月数（以下「支給月数」という。）で除して得た額が 

５５，０００円を超えるときは、５５，０００円に支給月

数を乗じて得た額 

 (2) 省 略  (2) 省 略 

 (3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用しないで、

かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものと

した場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の

使用距離等の事情を考慮して市の規則で定める区分に応じ、

運賃等相当額及び前号に定める額に支給月数を乗じて得た

額の合計額（その額を支給月数で除して得た額が１５万円

を超えるときは、１５万円に支給月数を乗じて得た額）、第

 (3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用しないで、

かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものと

した場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の

使用距離等の事情を考慮して市の規則で定める区分に応じ、

運賃等相当額及び前号に定める額に支給月数を乗じて 

得た額の合計額（その額を支給月数で除して得た額が 

５５，０００円を超えるときは、５５，０００円に支給月
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１号に定める額又は前号に定める額に支給月数を乗じて得

た額 

数を乗じて得た額）、第１号に定める額又は前号に定める額

に支給月数を乗じて得た額 

３～４ 省 略 ３～４ 省 略 

 （管理職員特別勤務手当）  （管理職員特別勤務手当） 

第１６条の２ 管理職員が災害への対処により勤務時間等に関

する条例第４条及び第５条の規定による週休日又は休日（次

項において「週休日等」という。）に勤務した場合は、当該管

理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤

務時間等に関する条例第５条の規定により任命権者が週休日

を変更したとき、又は勤務時間等に関する条例第１１条第１

項の規定により任命権者が休日の勤務に替えて代休日を指定

したときは、管理職員特別勤務手当は支給しない。 

第１６条の２ 管理職員が災害への対処により勤務時間等に関

する条例第４条及び第５条の規定による週休日又は休日に勤

務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を

支給する。ただし、勤務時間等に関する条例第５条の規定に

より任命権者が週休日を変更したとき、又は勤務時間等に関

する条例第１１条第１項の規定により任命権者が休日の勤務

に替えて代休日を指定したときは、管理職員特別勤務手当は

支給しない。 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処によ

り午後１０時から翌日の午前５時まで（週休日等に含まれる

時間を除く。）の間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務

した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支

給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処によ

り同項の規定による支給の対象となる日以外の日の午前零時

から午前５時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に

勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当

を支給する。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める額（前２項の規定による勤務に

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。 
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従事する時間等を考慮して市の規則で定める勤務をした管理

職員にあつては、当該各号に定める額に１００分の１５０を

乗じて得た額）とする。 

 (1) 第１項に規定する場合 同項の勤務１回につき１２，０００

円を超えない範囲内で市の規則で定める額 

 (1) 第１項に規定する場合 同項の勤務１回につき１２，０００

円を超えない範囲内で市の規則で定める額（当該勤務に従

事する時間等を考慮して市の規則で定める勤務をした管理

職員にあつては、その額に１００分の１５０を乗じて得た

額） 

 (2) 省 略  (2) 省 略 

４ 省 略 ４ 省 略 

第２条 府中市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

（【  】は注記である。） 

改正後 改正前 

（扶養手当） （扶養手当） 

第８条 省 略 第８条 省 略 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく

主としてその職員の扶養を受けているものをいう。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者（扶養手当の支給に係

る職員が、別表第１の適用を受ける職員のうち職務の級が４

級以上の職員（以下この条及び次条において「４級以上職員」
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という。）である場合にあつては、第２号から第６号までに掲

げる者）で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受

けているものをいう。 

 

 

 

 

【削 除】 

 (1) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下同じ。）又は東京都オリンピック憲章に

うたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例（平成３０

年東京都条例第９３号）第７条の２第２項の規定による証

明若しくは同条第１項の東京都パートナーシップ宣誓制度

と同等の制度であると市長が認める地方公共団体のパート

ナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシ

ップ関係の相手方であつて、同居し、かつ、生計を一にし

ているもの 

 (1)～(5) 省 略  (2)～(6) 省 略 

３ 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応

じて、扶養親族１人につき当該各号に掲げる額を合計して得

た額とする。 

３ 扶養手当の月額は、次の各号（扶養手当の支給に係る職員

が４級以上職員である場合にあつては、第２号及び第３号）

に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族１人につき当該

各号に掲げる額を合計して得た額とする。 

【削 除】 (1) 前項第１号に掲げる扶養親族 ３，０００円 

 (1) 前項第１号に掲げる扶養親族（以下「扶養親族である子」 (2) 前項第２号に掲げる扶養親族（以下「扶養親族である子」
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という。） １３，０００円 という。） １１，５００円 

 (2) 前項第２号から第５号までに掲げる扶養親族（以下「扶

養親族である孫等」という。） ６，０００円 

 (3) 前項第３号から第６号までに掲げる扶養親族（以下「扶

養親族である孫等」という。） ６，０００円 

４ 省 略 ４ 省 略 

５ 別表第１の適用を受ける職員のうち、職務の級が４級以上

である職員（次条において「４級以上職員」という。）の扶養

手当の月額の算定における扶養親族である孫等の額は、第３

項第２号に掲げる額にかかわらず、１人につき３，０００円

とする。 

５ ４級以上職員の扶養手当の月額の算定における扶養親族で

ある孫等の額は、第３項第３号に掲げる額にかかわらず、１

人につき３，０００円とする。 

６ 省 略 ６ 省 略 

第９条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員

に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合において

はその職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければなら

ない。 

第９条 新たに職員となつた者に扶養親族（扶養手当の支給に

係る職員が４級以上職員である場合にあつては、前条第２項

第２号から第６号までに掲げる扶養親族。以下この項、次項

及び第３項第２号において同じ。）がある場合又は職員に次の

各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においてはその

職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。 

 (1)～(2) 省 略  (1)～(2) 省 略 

２ 省 略 ２ 省 略 

３ 省 略 ３ 省 略 
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 (1)～(3) 省 略  (1)～(3) 省 略 

 (4) 扶養親族である孫等で、第１項の規定による届出に係る

ものがある４級以上職員が４級以上職員以外のものとなつ

た場合 

 (4) 前条第２項第１号に掲げる扶養親族又は扶養親族である

孫等で、第１項の規定による届出に係るものがある４級以

上職員が４級以上職員以外のものとなつた場合 

 (5) 扶養親族である孫等で、第１項の規定による届出に係る

ものがある４級以上職員以外のものが４級以上職員となつ

た場合 

 (5) 前条第２項第１号に掲げる扶養親族又は扶養親族である

孫等で、第１項の規定による届出に係るものがある４級以

上職員以外のものが４級以上職員となつた場合 

４ 省 略 ４ 省 略 

 （府中市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第３条 府中市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（令和３年９月府中市条例第１３号）の一部を次のよう 

に改正する。 

次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

（【  】は注記である。） 

改正後 改正前 

 （給与に関する特例） （給与に関する特例） 

第４条 省 略 第４条 省 略 

２ 省 略 ２ 省 略 

【削 除】 
３ 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙

げたと認められる職員には、市の規則で定めるところにより、
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【削 除】 
その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として

支給することができる。 

（特定任期付職員に対する府中市職員の給与に関する条例の

規定の適用） 

 （特定任期付職員に対する府中市職員の給与に関する条例の

規定の適用） 

第５条 特定任期付職員に対する府中市職員の給与に関する条

例（昭和２９年６月府中市条例第２７号）第１６条の２第１

項、第１９条第２項及び第５項並びに第２０条第２項の規定

の適用については、同条例第１１条第１項中「もの（第１６

条の２において「管理職員」という。）」とあるのは「もの」

と、同条例第１６条の２第１項中「管理職員が」とあるのは

「管理職手当の支給を受ける職員及び府中市一般職の任期付

職員の採用及び給与の特例に関する条例（令和３年９月府中

市条例第１３号）第４条第１項に規定する給料表の適用を受

ける職員（以下「特定任期付職員」という。）（以下この条に

おいてこれらを「管理職員」という。）が」と、同条例第１９

条第２項中「１００分の１２０」とあるのは「１００分の 

１７５」と、「１００分の１３０」とあるのは「１００分の 

１９０」と、同条第５項中「２級以上である職員」とあるの

は「２級以上である職員及び特定任期付職員」と、同条例第

第５条 特定任期付職員に対する府中市職員の給与に関する条

例（昭和２９年６月府中市条例第２７号）第３条、第１６条

の２第１項並びに第１９条第２項及び第５項の規定の適用に

ついては、同条例第３条中「及び勤勉手当」とあるのは「、

勤勉手当及び府中市一般職の任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例（令和３年９月府中市条例第１３号。以下「任

期付職員条例」という。）第４条第３項に定める特定任期付職

員業績手当」と、同条例第１１条第１項中「もの（第１６条

の２において「管理職員」という。）」とあるのは「もの」と、

同条例第１６条の２第１項中「管理職員が」とあるのは「管

理職手当の支給を受ける職員及び任期付職員条例第４条第１

項に規定する給料表の適用を受ける職員（以下「特定任期付

職員」という。）（以下この条においてこれらを「管理職員」

という。）が」と、同条例第１９条第２項中「１００分の１２０」

とあるのは「１００分の１７５」と、「１００分の１３０」と
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２０条第２項中「総額は、前項の職員」とあるのは「、前項

の職員のうちの特定任期付職員以外の職員及び特定任期付職

員ごとの総額は、当該特定任期付職員以外の職員にあつては

当該職員」と、「総額を」とあるのは「総額、当該特定任期付

職員にあつては当該特定任期付職員の勤勉手当算定基礎額に

１００分の１１２．５を乗じて得た額の総額を」とする。 

あるのは「１００分の１９０」と、同条第５項中「２級以上

である職員」とあるのは「２級以上である職員及び特定任期

付職員」とする。 

 （府中市職員の給与に関する条例の適用除外） （府中市職員の給与に関する条例の適用除外） 

第６条 府中市職員の給与に関する条例第４条、第５条、第８

条、第９条、第９条の３及び第１４条から第１５条の２まで

の規定は、特定任期付職員には適用しない。 

第６条 府中市職員の給与に関する条例第４条、第５条、第８

条、第９条、第９条の３、第１４条から第１５条の２まで、

第２０条及び第２０条の４の規定は、特定任期付職員には適

用しない。 

 （府中市ボートレース企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第４条 府中市ボートレース企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例（令和４年１２月府中市条例第２６号）の一部を次 

のように改正する。 

次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

改正後 改正前 

（給与の種類） （給与の種類） 

第２条 省 略 第２条 省 略 

２ 省 略 ２ 省 略 
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３ 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手

当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、

超過勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職

員緊急時等勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とす

る。 

３ 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手

当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、

超過勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職

員緊急時等勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員

業績手当及び退職手当とする。 

（扶養手当）  （扶養手当） 

第５条 省 略 第５条 省 略 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者（扶養手当の支給に係

る職員が、管理者が指定する職にある職員の場合にあっては、

第２号から第６号までに掲げる者）で他に生計の途がなく主

としてその職員の扶養を受けているものをいう。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく

主としてその職員の扶養を受けているものをいう。 

 (1)～(6) 省 略 (1)～(6) 省 略 

 （管理職員緊急時等勤務手当）  （管理職員緊急時等勤務手当） 

第１６条 管理職員緊急時等勤務手当は、管理職員が緊急又は

臨時の必要その他の公務の運営の必要により週休日（正規の

勤務時間を割り振らない日をいう。）、休日又は代休日（以下

これらを「週休日等」という。）に勤務した場合に支給する。

ただし、管理者が管理職員に休日の勤務に替えて代休日を指

定したときは、当該手当は支給しない。 

第１６条 管理職員緊急時等勤務手当は、管理職員が緊急又は

臨時の必要その他の公務の運営の必要により週休日（正規の

勤務時間を割り振らない日をいう。第２５条において同じ。）、

休日又は代休日に勤務した場合に支給する。ただし、管理者

が管理職員に休日の勤務に替えて代休日を指定したときは、

当該手当は支給しない。 
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２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が、緊急又は臨時の

必要その他の公務の運営の必要により、午後１０時から翌日

の午前５時まで（週休日等に含まれる時間を除く。）の間であ

って正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該管理

職員には、管理職員緊急時等勤務手当を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が、緊急又は臨時の

必要その他の公務の運営の必要により、同項の規定による支

給の対象となる日以外の日の午前零時から午前５時までの間

であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該

管理職員には、管理職員緊急時等勤務手当を支給する。 

  （特定任期付職員業績手当） 

第１９条 削除 第１９条 特定任期付職員業績手当は、特定任期付職員（地方

公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成 

１４年法律第４８号）第７条第１項に規定する特定任期付職

員をいう。第２５条において同じ。）のうち、特に顕著な業績

を挙げたと認められる職員に対して支給する。 

 （特定任期付職員についての適用除外等）  （特定任期付職員についての適用除外等） 

第２５条 第４条、第５条、第７条及び第１２条から第１４条

までの規定は、特定任期付職員（地方公共団体の一般職の任

期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）第

７条第１項に規定する特定任期付職員をいう。以下この条に

おいて同じ。）には適用しない。 

第２５条 第４条、第５条、第７条、第１２条から第１４条ま

で及び第１８条の規定は、特定任期付職員には適用しない。 

２ 第１６条第１項に定めるもののほか、管理職員緊急時等勤

務手当は、特定任期付職員が緊急又は臨時の必要その他の公

２ 第１６条第１項に定めるもののほか、管理職員緊急時等勤

務手当は、特定任期付職員が緊急又は臨時の必要その他の公
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務の運営の必要により週休日等において勤務した場合に支給

する。ただし、管理者が特定任期付職員に休日の勤務に替え

て代休日を指定したときは、当該手当は支給しない。 

務の運営の必要により週休日、休日又は代休日において勤務

した場合に支給する。ただし、管理者が特定任期付職員に休

日の勤務に替えて代休日を指定したときは、当該手当は支給

しない。 

３ 前項に規定する場合のほか、特定任期付職員が、緊急又は

臨時の必要その他の公務の運営の必要により、午後１０時か

ら翌日の午前５時まで（週休日等に含まれる時間を除く。）の

間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当

該特定任期付職員には、管理職員緊急時等勤務手当を支給す

る。 

３ 前項に規定する場合のほか、特定任期付職員が、緊急又は

臨時の必要その他の公務の運営の必要により、同項の規定に

よる支給の対象となる日以外の日の午前零時から午前５時ま

での間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、

当該特定任期付職員には、管理職員緊急時等勤務手当を支給

する。 

第５条 府中市ボートレース企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

（【  】は注記である。） 

改正後 改正前 

（扶養手当）  （扶養手当） 

第５条 省 略 第５条 省 略 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく

主としてその職員の扶養を受けているものをいう。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者（扶養手当の支給に係

る職員が、管理者が指定する職にある職員の場合にあっては、

第２号から第６号までに掲げる者）で他に生計の途がなく主
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としてその職員の扶養を受けているものをいう。 

 

 

 

 

【削 除】 

 (1) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。第９条において同じ。）又は東京都オリンピ

ック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例

（平成３０年東京都条例第９３号）第７条の２第２項の規

定による証明若しくは同条第１項の東京都パートナーシッ

プ宣誓制度と同等の制度であると管理者が認める地方公共

団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けた

パートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、

生計を一にしているもの（第９条において「パートナーシ

ップ関係の相手方」という。） 

 (1)～(5) 省 略 (2)～(6) 省 略 

 （単身赴任手当）  （単身赴任手当） 

第９条 単身赴任手当は、管理者が指定する公署への異動に伴

い、住居を移転し、父母の疾病、配偶者（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条にお

いて同じ。）又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊

重の理念の実現を目指す条例（平成３０年東京都条例第９３

号）第７条の２第２項の規定による証明若しくは同条第１項

第９条 単身赴任手当は、管理者が指定する公署への異動に伴

い、住居を移転し、父母の疾病、配偶者又はパートナーシッ

プ関係の相手方の引き続きの就業その他管理者が定めるやむ

を得ない事情により、同居していた配偶者又はパートナーシ

ップ関係の相手方と別居することとなった職員で、当該異動

の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤する
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の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると管

理者が認める地方公共団体のパートナーシップに関する制度

による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、

同居し、かつ、生計を一にしているもの（以下この条におい

て「パートナーシップ関係の相手方」という。）の引き続きの

就業その他管理者が定めるやむを得ない事情により、同居し

ていた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居する

こととなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の

直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等から困難で

あると認められるもののうち、単身で生活することを常況と

する職員に対して支給する。 

ことが通勤距離等から困難であると認められるもののうち、

単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。 

  

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第２条及び第５条の規定は令和８年４

月１日から施行する。 

（府中市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

２ 府中市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例（令和６年１２月府中市条例第３２号）

の一部を次のように改正する。 

次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 
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改正後 改正前 

第２条 府中市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関

する条例の一部を次のように改正する。 

  第５条中「「１００分の１２０」とあるのは「１００分の 

１７５」と、「１００分の１３０」とあるのは「１００分の 

１９０」」を「「１００分の１２５」とあるのは「１００分の

８０」」に改める。 

第２条 府中市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関

する条例の一部を次のように改正する。 

  第５条中「「１００分の１２０」とあるのは「１００分の 

１７５」と、「１００分の１３０」とあるのは「１００分の 

１９０」」を「「１００分の１２５」とあるのは「１００分の

１８２．５」」に改める。 

 


